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研究成果の概要（和文）：本研究では、迷惑施設の是非に関する自他の決定権の承認可能性の評価を“正当性
（legitimacy）”と定義し、迷惑施設の決定権をめぐる合意形成過程を模擬体験させる教育・訓練用ゲームとし
て“誰がなぜゲーム／NIMBY版（WWG/NIMBY)”を開発した。教育・訓練用のWWG/NIMBYの有効性を確認するととも
に、そのオンライン版の開発も行った。さらに、中国と日本での調査を通じて、迷惑施設に関わる当事者と非当
事者の認知や情動過程を検証した。内モンゴル自治区での調査からは当事者のコミュニティにおける正当性の抑
制が示唆され、日本での実験からは当事者と非当事者の合意形成における共感性の重要性が示された。

研究成果の概要（英文）：The present study defined approvability of others' or one's own rights to 
decide the propriety of troublesome facilitiess as "legitimacy", and developped "Who and Why Game: 
WWG / NIMBY" that is an educational and training gaming to provide simulation experiences building 
consensus around the facilities. Availability of the game to aim at education and training for 
people was varidated, and the on-line version was developped. Additionlly, processes of cognition 
and emotion were investigated between concerned parties and third parties by researches in Japan and
 China. Researches in Inner-Mongolia autonomous region suggested inhibition of legitimacy in 
community of concerned parties, and experiments in Japan showed sympathy is a meaningful determinant
 to build consensus between concerned and third parties.  

研究分野： 社会心理学
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１．研究開始当初の背景 
現在のわが国では、いわゆる NIMBY（Not 

in my backyard, 広域多数者への公益供給に
不可欠な点から多くの人々がその必要性を
認める一方、立地地域に損害を及ぼすため自
分の居住地への立地には反対する）の構造を
有する迷惑施設の是非が問われる事態が増
えている。こうした公共施設には利害や価値
観の異なる多様な人々（アクター）が関与す
るため、その是非に関する合意形成には、当
該施設の是非の決定権を「誰に」「いかなる
根拠から」承認すべきかの判断を、アクター
間で一致させることが重要である。 

NIMBY 構造を持つ公共施設をめぐる合意
形成は、国内に原子力施設や軍事基地などを
有する各国に共通の重要課題である。したが
って、これに焦点をすえた研究も、わが国内
外に多数見られる（Gladwin, 1980; 清水, 1999; 
Johnson, 2008）。社会心理学・環境社会学な
どにおける先行研究をもとに、わが国でも喫
緊の課題となった迷惑施設をめぐる合意形
成という課題に対し、シミュレーション・ゲ
ーミングやフィールド調査など多角的な手
法を通じて検討を加える。 

 
２．研究の目的 
本研究では、公共政策の是非に関する決定

権 の 承 認 可 能 性 の 判 断 を “ 正 当 性
（legitimacy）”と定義し、野波（2011）が開
発した“誰がなぜゲーム Who & Why Game
（WWG）”を用いて、迷惑施設の是非の決
定権をめぐるアクター間の合議が、相互の正
当性の評価およびその後の合意形成へ及ぼ
す影響を検証する。さらに、WWG のオンラ
イン化を試みる。これと並行して、迷惑施設
の是非をめぐる当事者と非当事者の合意形
成を促す手がかりを得るため、両者の認知・
情動過程について、日本および中国をフィー
ルドとした調査によって検討する。 
以上より、このプロジェクトの主要な目的

は、①NIMBY問題へのWWGの転用可能性、
②そのオンライン版の作成可能性を探る、③
迷惑施設の是非に関わる当事者と非当事者
の認知・情動過程を日本と中国で検証し、わ
が国での迷惑施設をめぐる係争解決の糸口
の提起を目指す、という 3 点であった。 
 
３．研究の方法 
1）NIMBY 問題に対する WWG の適用 
野波（2011）が報告した“誰がなぜゲーム

（WWG）”は、海や河川といった共有財に
関わる 3～4 種のアクターの間で、その共有
財の管理権（共有財の保全を目的として自他
の行動を統制する権利）をめぐる自他の正当
性に関する相互評価構造（図 1 参照）をシミ
ュレートした参加型ゲーミングである。 
プレイヤーは、「共有財の管理権を持つべ

きは誰か、その権利の根拠は何か」を考察し、
他のプレイヤー（自分と同じ、または異なる
アクター）との合議を行い、正当な管理権を

持つアクターの決定に関する合意形成を目
指す。多様なアクターに割り当てられたプレ
イヤー間で展開される合議の模擬体験を通
じて、共有財をめぐる相互の正当性への評価
と考察、合意形成を目指す交渉のあり方に関
する学習を深める効果がある（野波, 2011）。 

アクター4 種を設定する場合、プレイヤー
は原則 8～12 名であり、ゲームは以下の第 1
～第 4 ステージに沿った手順で進行する。 
第 1 ステージ：プレイヤーは、公共政策など
の是非をめぐって 4 種のアクターが異なる意
見を述べるシナリオを読了する。その後、4
種のアクターを、その政策の是非を決める権
利があると考えられる順に 1～4 位で順位化
し、それぞれの順位の根拠を記述する。 
第 2 ステージ：プレイヤーを 4 種のアクター
いずれかへ割り当て、それぞれの立場からア
クター4 種の順位化とその根拠を記述する。 
第 3 ステージ：先の第 2 ステージで同一のア
クターに割り当てられた 2～3 名ごとにおよ
そ 10 分間の討議をさせ、4 種のアクターの順
位とその根拠の説明について合意を作る。 
第 4 ステージ：このステージでは、プレイヤ
ー全員が合意できる順位を決めるため、異な
るアクター間で 15 分の討論を行う。 
2）地層処分場を焦点とする WWG/NIMBY 
本研究では WWG を改訂し、NIMBY の構

造を持つ公共施設として高レベル放射性廃
棄物最終処分場（地層処分場）を取りあげ、
その是非に関する決定権をめぐって多様な
アクターが合議する“誰がなぜゲーム／
NIMBY 版（WWG/NIMBY)”の開発とテスト
試行を行った。 
「鉱山跡地が残る町に、その廃坑を再利用

して高レベル放射性廃棄物の最終処分場（地
層処分場）を建設する計画が、政府から打診
された」というシナリオを呈示し、プレイヤ
ーは原則 8 名 1 グループで、当事者である地
元住民と地元自治体（いずれも計画に反対）、
非当事者である国民多数者、および地層処分
場の建設を責務とする政府機関（いずれも計
画に賛成）というアクター4 種へ割り当てら
れた。ゲームの進行手順は、先述した WWG
の手順と同一である。 
テスト試行はのべ 500 名以上を対象に実施

したが、たとえば大学生 68 名（8 グループ）
が参加し、同時並行でゲームを実施した結果
を、以下に示す。 

共有財
海や川などの自然財、街並み
や景観、それらの保全のため
の社会制度や政策

アクター2
（例：当事者など）

アクター3
（例：行政など）

アクター1
（例：一般市民など）

共有財の適正管理のため自他の行動に制限を加える権利（管理権）の承認可
能性の評価（正当性）、アクター間でのその相互評価（承認ないし否認）

図1 共有財の管理権をめぐる多様なアクター間での正当性の相互評価構造（例）

管理権の
承認・否認

管理権の
承認・否認



合議を通じた正当性評価の変容について、
ゲーム中にアクター全員で行う合議の前後
で質問紙を配布し、アクター4 種それぞれの
正当性に対する評価を、“（住民、自治体、国
民、政府）がこの問題の是非を決めることに
同意できる”など 3 項目で測定した（いずれ
も 1～5 点の 5 段階評価）。図 2 は、全アクタ
ーによる合議前後で測定されたアクター間
での正当性の相互評価である。 

合議前の正当性評価（図 2 上）では、住民
と自治体が自らの正当性のみを高く承認し、
国民と政府の正当性を低く見なすのに対し、
非当事者のアクター2 種は政府の正当性を高
く見積もった。特に国民は、合議前には住民
よりも、自分たち国民および政府の正当性を
高く見なす傾向があった（Bonferroni 法、そ
れぞれ p<.05 および p<.10）。 
一方、4 者間での合議を経た後は、アクタ

ー間での自他の正当性の評価に、相互に収束
する傾向が認められた。すなわち、地元自治
体＞地元住民＝政府機関＞国民多数者とい
う順序で、正当性の相互評価がアクター間で
一致したのである（図 2 下）。 
地層処分場の決定権をめぐり、合議前には

各アクター内部で正当性に関する独自の判
断がなされる一方、全員での合議は、異なる
アクターの間で正当性の判断を収束させる
ことが示された。以上より、教育・訓練用ゲ
ームとしての WWG/NIMBY の有効性が裏づ
けられた。 
3）WWG/NIMBY オンライン版 
テスト試行の結果をもとに、本研究では

WWG/NIMBY のオンライン化を試みた。
NIMBY の構造を有する公共施設としてやは
り地層処分場の是非を焦点としたシナリオ
を用意し、ネットワーク上で 8 名のプレイヤ
ーがチャットを通じて合議を行うゲームプ

ログラムを作成した。 

図 3 は、実際にゲームをネット上へアップ
ロードする前段階として、LAN 上で 1 グルー
プ 8 名によりテスト試行を行った際の模様で
ある。2 度にわたり計 4 グループを参加させ
たテスト試行の結果、チャットでの意見交換
がプレイヤーにとってリアリティの高い場
面と認知され、またチャット化で合議過程の
テキストデータを収集できるなど、オンライ
ン化の利点が確認された。 
4）中国および日本での調査結果 
本研究ではゲーミング実験と並行して、迷

惑施設をめぐる当事者と非当事者の合意形
成過程を検証するため、中国（内モンゴル自
治区）と日本で調査を実施した。 
4-1）コミュニティにおける正当性の抑制  
中国における迷惑施設が周辺のコミュニ

ティに及ぼす影響を検討するため、内モンゴ
ル自治区の牧民の集落でインタビュー調査
を実施した。迷惑施設は、不特定の広域多数
者に公益供給をもたらす一方、立地地域には
損害を及ぼす社会的構造から、その立地は相
対的に人口が少ない周辺地域に偏りやすい。 
内モンゴル自治区は北京を含む中国東北

部の大都市に近く、特にシリンゴル盟（錫林
郭勒盟）ショロン旗（正藍旗）は、北京から
約 260 ㎞と首都から最も近い草原放牧地域と
される（「盟」とは内モンゴル自治区におけ
る行政区分の単位で、日本の「県」に相当す
る。「旗」も同じく内モンゴル自治区の行政
区分単位で、日本の「郡」に相当）。現在こ
の地域には、都市部への送電を目的とした石
炭火力や風力発電所が多数建設されている。 
本研究の調査対象者は、ショロン旗の旗地

方政府であるシャンド鎮（上都浩特鎮、2014
年時点で人口約 8 万人）郊外で牧畜を営むモ
ンゴル系民族の牧民である。ネルジョル・ホ
トアイル（5 世帯）およびウムジョル・ホト
アイル（8 世帯）という集落で、隣接して操
業する鉱山および金属精錬工場（図 4 参照）
を焦点とする調査を行った（モンゴル語で
「ホトアイル」とは、牧草地を共有する牧民
とその家族が数世帯単位で集まった小規模
な集落を指す）。 

図2 WWG/NIMBYにおける各アクター間での正当性の相互評価（合議の前後）
得点は5段階評価、高いほど正当性の評価が高いことを示す

図3 LAN上でのWWG/NIMBYの実施場面



以下は、精錬工場の操業が集落に及ぼした
影響に関する、上記集落の牧民へのインタビ
ュー結果の一部である。なおインタビューは、
日本語に堪能な現地の研究協力者（内モンゴ
ル工業大学所属の教員）を通じて実施した。 
 
「鉱山からは煙が出て、それを浴びた草を食
べて羊の口が真っ黒になり、病気になる」 
「このホトアイルでは水を鉱山に売ってい
る」 
「昨年は大きなトラックに水を積んで運ん
でいた、1 日に 5 台というときもあった」 
（以上、ネルジョル・ホトアイルの牧民 A、
女性 78 才） 
 
「汚染がひどい、牛と羊が咳をして、よく太
ってくれない」 
「自分の世帯では水を鉱山に売るなどはし
ていない」 
「水を売っている世帯に対しては…なんと
いうか、人には生活があるから。間違ったこ
とだと聞いてもいるが、考えたことはない」 
（以上、ウムジョル・ホトアイルの牧民 B、
女性 37 才） 
 
これらの回答からは、集落内に迷惑施設か

ら利益を得るコミュニティ・メンバーが存在
することが示される。こうしたメンバーは、
迷惑施設による様々なコストを他のメンバ
ーと同様に負担する一方で、他のメンバーが
得られない個人的利益（選択的利益）を迷惑
施設から獲得しており、コミュニティ内にお
けるフリーライダー（FR）と定義できる。 
こうした回答は、研究代表者らが迷惑施設

として沖縄県の在日米軍基地を焦点とする
調査を行った際に、米軍基地に私有地を貸与
して軍用地料を得る人々（基地地主）に一般
住民が向ける言葉からも、同質のものが得ら
れた。コミュニティ内における特定個人のフ
リーライド行為を攻撃せず、許容（もしくは
黙認）する傾向は、多くのコミュニティで共
通の現象と思われる。 
コミュニティ内の FR に対して周辺のメン

バーは本来、それを攻撃できる正当性を持つ
が、それを自ら抑制する場合がある。これは、

コミュニティ内の信頼関係、資源交換関係と
いった社会的関係資本の維持を図るためと
考えられる。ただし NIMBY 問題においては、
FR への攻撃を人々が回避することで、コミ
ュニティ内の社会関係資本が維持される一
方、コミュニティ全体で迷惑施設の受容が進
行し、結果としてコミュニティの負担増大と
いう負の効果につながる可能性が大きい。 
4-2）非当事者に対する当事者の情動反応  
日本における調査では、迷惑施設への関心

を低下させた非当事者に対する当事者の認
知および情動反応について、場面想定法を用
いて検証した（有効データ 197 名）。 
非当事者の意見（4：無関心・非意図的・

謝罪表明・情報無し）の 1 要因 4 条件の被験
者間計画にもとづき、以下の操作を行った。 
想定場面として、廃棄物処理場の建設場面

を設定し、「A 県 S 町にあるごみ焼却場には、
A 県内の大都市からごみが運ばれる。これに
ついて S 町の住民が、その大都市の市民の意
見を、新聞紙上で読む」というシナリオを作
成した。意見（無関心）のセルでは、大都市
の市民の意見として、「あの町のごみ焼却場
のくわしい情報？あんまり興味ないです、す
いません」など 3 種の文章を列記した。意見
（非意図的）では、「ごみ焼却場のくわしい
ことがわかりました。でも仕方ないですよ」
などの 3 種を列記。意見（謝罪表明）では「ご
み焼却場のくわしいことがわかりました。申
し訳ないです。あの町には本当に感謝してい
ます」といった 3 種を呈示。意見（情報無し）
では、大都市の市民の意見を呈示しなかった。 
当事者から非当事者への情動反応として、

「大都市の市民の意見に対して、私は怒りを
感じる」「大都市の市民の意見について、私
は不満を感じる」という 2 項目を設置（5 段
階評価、α= .90）。その他、非当事者の関心に
対する推測、公平性および共感性の評価を測
定した（αs > .60）。 

情動反応 2 項目の単純加算平均値を、図 5
に示す。分析の結果、非当事者の意見に主効
果が認められた（F（3,193）=5.00, p<.01）。意見
（無関心）のみで回答値が有意に高かった。
以上より、迷惑施設による公益や立地地域へ
の損害に非当事者が無関心であった場合、当
事者の怒りや不満などのネガティヴな情動
反応が最も強くなると確認された。 
また図 6 は、非当事者の関心に対する当事

者の推測から、公平性と共感性を介して当事

図4 シャンド鎮郊外の草原放牧地域で操業する
鉱山・金属精錬工場
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図5 各条件における当事者から非当事者への情動反応（怒りと不満）



者の情動喚起に至るパスモデルである。公平
性評価からのパス（β＝-0.17）に比較して、
共感性評価からのパス（β＝-0.51）のほうが、
情動反応への影響が大きかった。すなわち、
NIMBY 問題における当事者の情動反応には、
非当事者への共感性による影響が大きいこ
とが示唆された。 

以上の結果からは、NIMBY 問題における
当事者と非当事者の合意形成を促す上で、両
者の間で公平性を回復させる以外に、非当事
者に対する当事者の共感を高める機会の保
証が重要であると結論できる。 

 
４．研究成果 
本研究の目的は、①NIMBY 問題への WWG

の転用、②そのオンライン版の作成、③当事
者と非当事者の合意形成に影響を及ぼす認
知・情動過程の検証という 3 点であった。 
ここまで述べたように、これら 3 点にはい

ずれも一定の成果が得られ、野波（2015）、
野波・大友・坂本・田代（2014）、野波・坂
本・大友・田代（2014）などの学会発表がな
された。また一部は、学術論文として公刊さ
れた（野波・大友・坂本・田代, 2015; 坂本・
野波・アラムス・大友・田代, 2016 など）。 
本研究は、シミュレーション・ゲーミング

とともに、国内外での調査研究および場面想
定法による調査実験も併用した多面的な研
究となった。これらの成果は、原子力施設や
軍事基地など、現在のわが国が直面する迷惑
施設の合意形成問題に結びつく、応用可能性
の高い知見であると言える。 
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